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障害者地域生活支援センターせいふう指定計画相談支援 

重要事項説明書 

（令和 5年 4月 1日現在） 

 

この重要事項説明書は、社会福祉法第 76 条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定計画相談支援事業の人員及び運営に関する基準（平成

24 年 3 月 13 日厚生労働省令第 28 号）第 5 条第 1 項及び児童福法に基づく指定障害児相談

支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 24 年 3 月 13 日厚生労働省令第 29 号）第 5

条第 1 項に基づき、事業所のサービス提供を開始するに当たり、あらかじめ重要な事項に

ついて説明するものです。 

 

1 経営法人 
法人名 社会福祉法人 島根県社会福祉事業団 

法人所在地 松江市東津田町 1741-3 いきいきプラザ島根 5F 

電話番号 (0852) 32-5966    FAX (0852) 32-5968 

代表者名 理事長 山﨑 功 

設立年月日 昭和 40 年 4 月 1日 

 

2 事業所の概要 

事業所名 障害者地域生活支援センターせいふう 

事業の種類 特定相談支援、障害児相談支援 

開設年月日 平成 18 年 10 月 1 日 

事業所所在地 島根県大田市大田町吉永 1453-24 

管理者名 センター長 飯塚 宏行 

電話番号 0854-82-5308 

指定年月日 平成 24 年 4 月 1日 

指定番号 島根 第 3230500021 号（特定相談支援） 

島根 第 3270500014 号（障害児相談支援） 

E-mail seifu@ssw.or.jp 

事業の目的 

事業所は、障がい者、障がい児又は障がい児の保護者（以下「利用者等」

という。）の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立ち、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年

11 月 17 日法律 123 号、以下「法」という。）第 5 条第 18 項に規定する

特定相談支援及び児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6条の 2の 2

第 7項に規定する障害児相談支援（以下「相談支援」という。）を適切に
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提供することを目的とする。 

運営方針 

１ 事業所は利用者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、そ

の置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保険、

医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが多様な事業者から、総合的

かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。 

２ 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立

って、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障

害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に

行うものとする。 

３ 事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、市、障害福

祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改

善、開発に努めるものとする。 

４ 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基

準及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に

関する基準に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定計画相談支援

等を実施するものとする。 

 

3 同一所在地で提供する福祉サービス 

サービスの種類 
島根県知事の事業所指定 

定員 
指定年付日 指定番号 

指定特定相談支援 平成 24 年 4 月 1日 島根 第 3230500021 号  

指定障害児相談支援 平成 24 年 4 月 1日 島根 第 3270500014 号  

指定生活介護 平成 18 年 10 月 1 日 島根 第 321050074 号 
20 名 

指定共生型通所介護 平成 30 年 11 月 1 日 島根 第 3270500808 号 

 

4 職員体制 

(1) 職員の配置状況  

職種 職務内容 常勤 非常勤 常勤換算 

管理者 事業所の業務を統括し、職員を指揮監督

します。 

 1 人 0 人 0.4 人 

相談支援専門員 基本相談支援、サービス等利用計画の作

成及び継続的なモニタリング等に関す

る業務を行います。 

 3 人 

 

0 人 3 人 
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(2)職員の勤務時間 

職種 勤務時間 備考 

管理者 8:30～17:15  

相談支援専門員 8:30～17:15  

※職務の都合上、上記と異なる勤務時間帯となることがあります。 

 

5 事業の主たる対象とする障害の種類 

主たる対象者 身体障がい者 

知的障がい者 

精神障がい者 

障がい児 

 

6 事業所の営業日及び営業時間 

営業日 月曜日から金曜日までとなります。 

ただし、年末年始（12 月 29 日から 1月 3日まで）および国民の祝

日に関する法律（昭和 23 年 7 月 20 日法律第 178 号）に規定する

休日を除きます。 

営業時間 午前 8時 30 分から午後 5時 15 分までとなります。 

その他 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により 24 時間連絡体制が

可能な体制を整えています。  

 

7 通常の事業の実施地域 

島根県大田市全域となります。 

 

8 相談支援の提供方法及び内容  

 (1)基本相談支援 

   地域の障がい者等の福祉に関する各般の問題について、障がいをもった方やその家 

族、又は介護を行う方からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、市町村 

及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他必要な支援を行います。 

 (2)サービス利用支援 

   利用者等との面接をとおして、希望等を伺った上でサービス提供事業者等との連絡 

  調整を行い、サービス等利用計画を作成します。 

   具体的な内容は下記のとおりです。 

課題の把握 利用者の居宅等を訪問し利用者や家族に面接を行い、利用者の

心身の状況や置かれている環境及び日常生活全般の状況等を確

認し、利用者の希望する生活や自立した日常生活を営むことが

できるよう、支援する上で解決すべき課題等の把握を行います。 

サービス等利用計画 把握した、解決すべき課題に対応するため、最適な福祉サービ
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（障害児相談支援計

画）案の作成 

ス等の組み合わせを検討し利用者及びその家族等の生活に対す

る意向、長期的な支援の方針や生活全般の解決すべき課題、提

供される福祉サービス等の目標及び達成時期、福祉サービス等

の種類等を記載したサービス利用計画（障害児相談支援利用計

画）案を作成します。 

サービス担当者会議の

開催 

支給決定等の後、それを踏まえてサービス等利用計画（障害児

相談支援計画）案の必要な変更を行い、福祉サービス事業者等

の担当者から専門的な見地の意見を求めます。 

サービス等利用計画

（障害児相談支援計

画）の決定及び交付 

サービス等利用計画（障害児相談支援計画）案の内容を、利用

者又は家族に説明し、文書により同意を得た上で決定し、書面

で交付します。 

 (3)継続的なサービス利用支援 

サービス等利用計画（障害児相談支援計画）の作成後、実施状況の把握と継続的な 

評価を行います。 

具体的な内容は下記のとおりです。 

実施状況の把握 利用者及びその家族、福祉サービス事業者等と継続的に連絡をと

り、サービス等利用計画（障害児相談支援計画）の実施状況を把

握し、必要に応じてサービス等利用計画（障害児相談支援計画）

の変更、福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。また、

新たに支給決定等の必要性が認められる場合、申請に係る支援を

行います。 

サービス等利用計画

（障害児相談支援計

画）の変更 

サービス等利用計画（障害児相談支援計画）を変更する際は、利

用者の解決すべき課題に留意しながら、原則として(2)の手順に従

い、サービス等利用計画の変更を行います。 

入所施設等の紹介そ

の他の便宜の供与 

利用者が居宅での生活が困難になったと認められる場合又は障害

者支援施設等への入所を希望する場合は対象となる入所施設等の

紹介や必要な支援を行います。 

また、入所施設等から退所しようとする利用者又はその家族等か

ら依頼があった場合は居宅における生活へ円滑に移行できるよう

支援します。 

 

9 利用料等 

計画相談支援に係る

費用 

計画相談支援給付費の対象となるため利用者の負担はありませ

ん。 

交通費 通常の事業の実施地域以外の居宅等を訪問して計画相談支援を行

う場合は、費用の内容と金額についてあらかじめ説明し、同意を

得たうえで、下記の交通費をいただきます。 

また、費用に係る支払を受けた場合は領収書を交付します。 



- 5 - 

 

公共交通機関を利用した場合：実費 

自動車を利用した場合：通常の事業の実施地域を越える地点から

1キロメートル当たり 37 円 

  ※計画相談支援給付費について、事業所が法定代理受領を行わない場合、計画相談支

援給付費の全額を一度事業所へお支払いいただきます。その際、サービス提供証明

書と領収書を交付しますので、償還払を希望する方は給付決定市町村に支給を申請

してください。 

 

10 利用料等の支払方法 

   利用料等は 1か月ごとにお支払いいただきます。 

   なお、お支払いの方法は、次の中から選択することができます。 

(1)預金口座からの振替 

当事業所では、利用者又はそのご家族等から提出された口座振替依頼書により指定

された金融機関の口座から、毎月 27 日利用料等を振替させていただきます。利用料等

に係る請求書及び利用明細書は、毎月 10 日頃、領収書は振替確認後、指定された住所

へお送りします。 

なお、口座振替手数料（税込 88 円）は利用者負担とさせていただきます。 

※口座振替日が金融機関休業日に該当する日は、翌営業日を振替日とします。 

(2)金融機関での支払 

   毎月 10 日頃、請求書及び利用明細書をあらかじめ指定された住所へお送りしますの 

で、到着後速やかに金融機関でお支払いください。 

   なお、振込手数料等は払込人の負担となります。 

(3)現金による支払い 

当事業所の事務室へ請求書及び利用明細書をお持ちになりお支払い下さい。その場

で領収書を発行します。 

なお、お支払いについては、月曜日～金曜日の 9:00～17:00 の間にお願いします。 

 

11 緊急時等における対応方法 

相談支援の提供を行っているときに、利用者の病状の急変が生じた場合その他緊急事

態が生じた場合は、事業所が定める対応方針に基づき適切に対応します。 

 

12 事故発生時の対応 

相談支援の提供により事故が発生した場合は、事故発生時のフロー（別紙 1）に基づき、 

速やかに市町村、家族等関係機関に連絡を行い必要な対応をします。 

また、相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、次の損害賠償保険の 

 範囲で速やかに賠償を行います。 

保険の種類 施設賠償責任保険 

保険の内容 対人事故補償、管理財物、使用不能、人格権侵害、経済的損害、
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事故対応費用、対人見舞費用、業務中障害補償 

保険金額 対人：1億円まで（1事故 10 億円まで） 

対物：1事故 1,000 万円まで 

 

13 虐待防止のための措置 

利用者の人権を擁護し、虐待を防止するため、次の取組を行います。 

① 管理職を含めた職員全体を対象とする、虐待防止や人権意識を高めるための研修を

実施します。 

② 職員が、業務上抱える課題や悩みを抱え込まず、相談・協力し合える職場環境を整

備します。 

③ 虐待防止のための対策及び虐待発生時の対応方法について定め、利用者の尊厳を守

り、その権利利益を擁護します。 

虐待防止責任者 園長 内部 康博 

 

14 苦情及び相談等の受付 

(1)苦情等の解決体制 

提供する相談支援に関する相談や苦情については、社会福祉法人島根県社会福祉事業団

苦情解決実施要領に基づき、苦情解決フロー（別紙 2）のとおり適切に対応します。 

(2)苦情等の窓口 

①事業所における窓口 

苦情解決責任者 園長 内部 康博 

苦情受付担当者 センター長 飯塚 宏行 

利用時間 月曜日～金曜日 9:00 ～ 17:00（国民の祝日に関する法律に

規定する休日を除きます。 

利用方法 

電子メール seifu@ssw.or.jp 電話（0854-82-5308）での受付の他、

面談でも伺います。 

また、意見箱を設置しています。 

②第三者委員 

第三者委員氏名 受付時間 

阪田 健嗣 
9：00～17：00 

堀 亨 

③行政機関等 

名称 所在地 電話番号 受付時間 

島根県運営適正化

委員会 

松江市東津田町 1741-3 0852-32-5913 8：30～17：00 

(土・日・祝日を

除く) 

島根県健康福祉部 松江市殿町 2 番地 0852-22-6687 8：30～17：00 
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障がい福祉課 

(島根県障がい者

権利擁護センタ

ー) 

（県庁第二分庁舎本館 1

階） 

(土・日・祝日を

除く) 

大田市健康福祉部 

地域福祉課 

大田市大田町大田ロ 1111 0854-82-1600 8：30～17：00 

(土・日・祝日を

除く) 

障がい者 110 番 松江市東津田町 1741-3 0852-32-5991 9：00～16：00 

（月～金、第

1,3 土曜日） 

 

15 個人情報の使用及び管理について 

利用者及び家族等の個人情報については、社会福祉法人島根県社会福祉事業団が保 

有する個人情報の保護に関する規程（平成 17 年 5 月 25 日規程第 1号）に基づき、適 

切に管理します。 

なお、個人情報の利用に当たっては、別途書面で同意をいただきます。 

個人情報保護管理責任者 園長 内部 康博 

相談受付担当者 センター長 飯塚 宏行 
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別紙 1 

 

事故発生時のフロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者の安全確保 ・ 救急処置 

警察へ連絡 管理者へ連絡 

市町村等へ連絡 

保険会社へ連絡 

受診結果 

事故発見 

医療機関へ受診 

家族等への連絡 

第一報 電話連絡 

事故対策部会により 

①  情報収集 

②  事実確認 

③  根本的原因の分析 

④  処置・対応の検証 

⑤  再発防止策の策定 

⑥  職員への周知・研修 

⑦  事故等報告書作成 

(本部提出用) 

第二報 

事故等報告書提出 
事故報告終了 

利用者に大きな状況変化があった場合 

情報共有基準 

救急車の要請 

(事業所内) 

事故報告書作成 

事業所 

事務局 

事故等報告書提出（続報） 
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別紙 2 

 

苦情解決フロー 
 

 

 

 

苦情申出人（家族等） 

第三者委員 

苦情解決責任者 

（園長） 

苦情受付担当者 

（センター長） 

苦情解決総括責任者 

（事務局長） 

苦情解決調整者 

（総務企画課長） 

苦情受付事務担当者 

（人事給与係長） 

話し合い      

（苦情申出人、施設） 

苦情 

行政機関等による苦情窓口 
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利用にあたっての同意書 

 

 障害者地域生活支援センターせいふうの利用に際し、本書面に基づき重要事項の説明を

行いました。 

 

年   月   日 

     事業者 社会福祉法人島根県社会福祉事業団 

地域生活支援センター長 飯塚 宏行 

         （障害者地域生活支援センターせいふう）   印 

   

   説明者 相談支援専門員               印 

 

 

 

 私は本書面に基づいて、事業者から障害者地域生活支援センターせいふうの利用につい

て、重要事項の説明を受け、内容に同意しました。 

年   月   日 

       利用者 

住所 

        氏名                 印 

        

       署名代行者 

        住所 

        氏名                 印 

        利用者との続柄（        ）                       

 

 

 

 

 


